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第１章 

 

都市計画基本方針の目的と位置づけ 
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１．目的 

 

新潟市都市計画基本方針は、新潟市の最上位計画である新潟市総合計画が掲げるまちづく

りの理念に即し、目指す都市像の実現を目的とします。さらに、都市計画が市民の安全・安

心で豊かな暮らしにつながり、「暮らしやすさ」を実感できる都市の実現を目的とします。 

都市計画基本方針では、目的の達成に向けて、様々な分野の関係者が連携を図りながら都

市づくりに取り組むために、道路・公園などをはじめとした都市空間整備に関する分野を重

ね合わせて扱うとともに、産業、防災、環境など他の分野の取り組みも考慮しながら、取り

組み方針を示します。また、市民や事業者など、都市づくりに関わる多様な主体と都市の将

来像を共有することで、公民協働での都市づくりを進める総合的なガイドラインとしての役

割を果たします。 
 

 

 

 

 

 

■ にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画） 【新潟市 2015～2022】 

〇まちづくりの理念 

・地域・田園・自然の力を活かし、健康で安心に暮らせるまちづくり 
・日本海開港都市の拠点性を活かし、創造的に発展を続けるまちづくり 

 

〇目指す都市像 

都市像１ 市民と地域が学び高め合う、安心協働都市 

都市像２ 田園と都市が織りなす、環境健康都市 

都市像３ 日本海拠点の活力を世界とつなぐ、創造交流都市 
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２．位置づけ 

 

都市計画基本方針は、都市計画法第 18 条の 2 の規定に基づく市の都市計画の基本的な方針

であり、市政全般の総合的な指針である新潟市総合計画と、都市計画の広域計画である新潟

県が定める新潟都市計画区域マスタープランに即して定めます。 

都市計画基本方針は、新潟市政に関する様々な分野の計画のうち、都市計画法に基づくま

ちづくり分野を受け持つ基本方針であり、新潟市の都市づくりに関わる各種の関連計画と整

合・連携するものとなります。そのため、都市計画をはじめ、地域のまちづくりを共通の方

向に進める指針となり、本基本方針に基づき、都市計画の決定や都市計画に関する事業など

の具体のまちづくりを進めます。 

 

図 都市計画基本方針の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新潟都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 【新潟県 2017 年（平成 29年）3 月】 

〇新潟県の都市づくりの共通目標像 

「人口減少」「高齢化」「環境保全」「防災」を重要課題と捉え、今後の都市づくりの共

通目標像を持続可能な「コンパクトな都市」としている 
 

〇新潟都市計画区域における都市づくりの目標 

①高次都市機能の充実 

②恵まれた広域交通ネットワークを活かした交流の促進 

③恵まれた水辺空間と豊かな田園の保全と活用 

④災害に対して安全・安心に暮らせる都市 
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３．基本条件 

 

[1]目標年次 

都市計画基本方針は、都市づくりに関わる各分野に対して、今後の都市空間整備などの

進め方の指針となるべく、現時点における長期的な展望を見据えて定めます。 

目指す都市の姿としては、概ね 20 年後の都市の姿を展望し、その長期的な展望のもと、

目標年次としては、10年後の 2031 年度（令和 13 年度）とします。 

なお、長期の将来はさまざまな要因により変化していく可能性があることから、現時点

での方向性を示しつつ、大きな時代の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 

[2]対象とする区域 

対象区域は新潟市の行政区域全域とします。 

 
 
[3]都市計画によるまちづくりの基本姿勢 

新潟市では、地域のことは地域自らが考え、自らが行動する分権型政令市をつくるため、

市民自治の基本となる「新潟市自治基本条例」の制定や、区自治協議会の設置や地域力と

市民力を引き出す取り組みを進めるなど、市民が市政に主体的に参画するための環境整備

を進めてきました。 

まちづくりには、行政だけでなく市民・ＮＰＯ・関係団体や事業者等の多様な担い手が、

より住みよいまちにするための活動をそれぞれの立場で連携し、役割分担しながら進めて

いくことが不可欠です。都市計画基本方針の都市の将来像を共有することで、それぞれの

担い手が連携・協働してまちづくりを進めていくことを目指します。 

また、都市計画行政においては、都市計画に関わる方針や施策の立案から推進まで、市

民の参画機会を確保するとともに市民に開かれた意思決定の仕組みづくりを行いながら、

まちづくりを進めていきます。 
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４．構成 

 

都市計画基本方針は、「全体構想」「区別構想」「運用・推進方策」の 3つで構成します。 

 

[全体構想] 

 「全体構想」では、新潟市全域を対象として、長期的な展望を見据えた都市づくりの理

念・将来像と都市・地域づくりの方針を示します。 

 

[区別構想] 

 「区別構想」では、各行政区を対象として、広域的な視点に立った区の大枠の将来像と

方向性を示します。 

 

[運用・推進方策] 

 「運用・推進方策」では、全体構想で掲げる将来像を実現するための実現に向けた取り

組みなどを示します。 

 

 

図 都市計画基本方針の構成 
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第２章 

 

新潟市を取り巻く状況 
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１．新潟市の概要 

 

[1]位置及び地勢 

・新潟市は、本州日本海側のほぼ中央に位置し、東京圏からは約 250km、名古屋圏からは

約 350km、大阪圏からは約 500km の距離に位置しています。 

・市域は面積 726.27 ㎢で、東西 42.5km、南北 37.9km となっています。 

・信濃川・阿賀野川の河口にまたがり、地形は概ね平坦で海抜が低い範囲が広いですが、

海岸部に連なる新潟砂丘がわずかに高台をなしています。また、南東側に新津丘陵、

南西側には角田山などの里山もあり、多様な自然環境に包まれています。 
・日本海、２大河川、福島潟、鳥屋野潟、ラムサール条約登録湿地である佐潟など、多

くの水辺空間に恵まれています。 
・市域の地質の大部分は沖積層からなり、軟弱な粘性土及び砂質土によって形成されて

います。 
 
[2]沿革や各区の個性 

・北前船の寄港地ともなっていた日本海海運の拠点である新潟湊と、現在の市域の大半

を占める田園地域、新津や葛塚、巻などそれぞれ異なる成り立ちをもつ町が支えあい

ながら発展してきました。 
・2005 年（平成 17 年）の 14 市町村の合併により、本州日本海側初の政令指定都市とな

った新潟市には、地域それぞれの多様な歴史・文化や個性を併せ持っています。 
・2011 年（平成 23 年）には、一体の都市として総合的なまちづくりを図るため、それま

で都市計画区域外であった範囲を含め、市全域をひとつの都市計画区域として再編し

ています。 

・国際空港や港湾、新幹線、高速道路網が整備され、国内外とつながる交通・物流の拠

点となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 近世の在郷町 （図中の○） 
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表 旧市町村のまちの特性・個性・成り立ちなど 

旧市町村 特性・個性・成り立ちなど 旧市町村 特性・個性・成り立ちなど 

新潟市 開港五港、みなとまち、信濃川、鳥

屋野潟、佐潟、国際空港、国際港湾 岩室村 北陸街道の宿場町、観光と温泉

のまち 

新津市 鉄道のまち、石油のまち、バイオリ

サーチパーク、新津丘陵 西川町 長岡藩代官所、鎧潟、水田地帯 

白根市 
宿場町、鉄器・繊維・仏壇産業、フ

ルーツのまち（桃・ぶどう・梨）、

大凧 
味方村 笹川邸、大凧、水田地帯 

豊栄市 
葛塚縞、福島潟、葛塚蒸気（新井郷

川、阿賀野川、通船川経由）、新潟

東港 
潟東村 鎧潟、水田地帯 

小須戸町 航路の中継地（新潟－三条）、小須

戸縞、花き・花木（ボケ） 月潟村 果樹（梨）、月潟鎌、角兵衛獅子

（伝統芸能） 

横越町 
水上交通の拠点（阿賀野川）、米・

果樹・野菜・チューリップ、北方文

化博物館 
中之口村 果樹（梨・ぶどう・桃）、金属加

工業 

亀田町 亀田郷の中心、市場のまち・商業の

まち・織物のまち 巻町 
西蒲原の中心地、柿団地、日本

海と角田山（国定公園）、国県の

出先機関 
 資料：市町村合併時資料「市町村の沿革」 

 

 

 

図 合併前の旧市町村の位置図 
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２．新潟市の現状 

 

新潟市の現状を各種データで示します。 

※これまでの検討委員会で示したデータ等を掲載 

 

 

[1]人口 

人口・世帯数の推移、居住誘導区域内の人口、田園集落制度の効果など 
 
[2]土地利用 

市街化区域・ＤＩＤ区域の推移、空き家の推移など 

 

[3]拠点性 

都心、各区の地価など 
 
[4]公共交通 

公共交通利用者数推移、公共交通カバー人口率、交通分担率など 

 

[5]産業 

農家数、製造品出荷額、小売業の年間商品販売額など 
 
[6]観光 

観光入込客数推移、新潟空港の利用者数推移など 

 

[7]防災 

洪水・津波ハザードマップなど 
 
[8]都市経営 

公共施設の分布、歳入歳出の推移など 

 

[9]その他（新潟らしさ） 

水田面積、農業算出額、保育所数、住宅面積など 
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３．都市をめぐる動向など 

 

2008 年（平成 20 年）に策定された「改定前の都市計画基本方針」では、人ロ・経済の成

長を前提とした市街地の拡大路線の都市づくりから、自然・田園と調和したまとまりある

市街地を維持する「田園に包まれた多核連携型都市」へと大きく舵をきり、都市づくりを

進めてきました。 

今後の都市づくりにおいては、本格的な人口減少社会の到来や今後の社会情勢の変化な

どの長期的な展望のもと、「改定前の基本方針」のビジョン（考え方）を引き継ぎながら、

今後の都市を取り巻く時代の変化に対応できるよう、新たな視点を取り入れた都市づくり

を進めていく必要があります。 

 

[1]人口減少、少子・超高齢化 

〇新潟市の人口は 2005 年（平成 17 年）をピークに減少局面に入っています。国のコンパ

クトな都市を目指す方向性を踏まえ、無秩序な市街地拡大をこれまで以上に厳格に抑制

するとともに、市街地における低未利用地の活用促進や公共交通などの利便性が高いエ

リアへの居住誘導を緩やかに進めていくなど、これまで進めてきた「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」の都市づくりをさらに推進していく必要があります。 

〇人口減少と並行して高齢化が進展し、子どもや働く世代が減少する一方で、家族形態の

変化などを背景に世帯数は増加傾向となっています。社会保障費の増加や都市基盤の改

修費用の増大など、新潟市の財政状況もより厳しくなることが見込まれています。限ら

れた財政状況の中、建築物や道路、下水道などの都市基盤を効率的・効果的に維持・活

用し、既存都市ストックを使いこなすなど、長期的な展望のもと、都市経営的な視点を

持った都市づくりを進めていく必要があります。 

 
[2]持続可能な都市づくり 

〇2015 年（平成 27 年）の国連サミットにおいて、2030 年までに持続可能でよりよい世界

を目指す国際目標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が採択されました。ＳＤＧ

ｓは持続可能な世界を実現するための 17の目標と 169 のターゲットを掲げており、地球

上の誰一人として取り残さないことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、

先進国を含む全ての国に適用される普遍性が最大の特徴であり、地域の持続的な発展に

とっても重要な目標です。SDGs が目指す社会の実現に貢献するため、持続可能な都市づ

くりに向けた取り組みを進めていく必要があります。 

〇気候変動に伴う自然災害が顕著となる中、そのリスク低減のためにも環境問題への配慮

や脱炭素社会の実現が求められています。新潟市は 2050 年までに二酸化炭素の排出量を

実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しており、その実現に向け

た取り組みを進めていく必要があります。 
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[3]グローバル化の進展 

〇経済のグローバル化により、都市間競争のみならず、国際競争が激化しています。国際

港湾や空港などを有し、アジアや首都圏など、国内外の各方面への人流・物流のネット

ワークを持つ新潟市にとってこの変化は、その優位性を活かすチャンスでもあります。

地域独自の産業、新潟発の内発的な産業の育成とともに、都市の活力を創出していく必

要があります。新潟市の魅力や強みを広く発信し、訪れるまち・ビジネスを展開するま

ちとして選ばれ、国内外から交流人口等を獲得していく必要があります。 
 
[4]Society5.0 の実現 

〇通信ネットワークや IoT を経済発展や社会的課題の解決、さらには社会変革につなげて

いき、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）が高度に融合した、情

報社会の次に続く、ひと中心の新たな社会として「Society5.0」の実現に向けた取り組

みが求められています。 

○都市計画分野においても、スマートシティに代表されるような、ICT 等の新技術や官民各

種のデータを活用したひとに寄り添ったサービスの提供や、各種分野におけるマネジメ

ント（計画・整備・管理・運営）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市を目

指していく必要があります。 

 
[5]価値観の多様化 

〇社会が急速に成長する時代から、安定した成長を続ける成熟型社会へと移行しているな

か、市民の価値観もこれまでの物質的な豊かさから、精神的・心の豊かさを重視する傾

向に変化しています。このため、ライフスタイルの面でも、働き方や住まい方の考え方

の変化や、趣味や余暇活動などを重視する傾向など、価値観やニーズが多様化してきて

おり、地域の個性や特徴を活かしたきめ細かいまちづくりが求められています。 
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〇人口が減少し、単身世帯が増加する中、誰もが暮らしやすいまちとしていくためには、

高齢者、子どもたち、障がいを抱える方々、外国人など、地域に暮らす全ての人々と支

えあって暮らすことができる「共生社会」を目指していく必要があります。 
 
[6]高まる不確実性 

〇2020 年（令和 2 年）初め頃から国内でも広がっている新型コロナウイルス感染症の世界

的な流行は、都市における働き方や住まい方といった人々のライフスタイルや価値観に

大きな変化をもたらす機会となりました。テレワーク等の普及により働く場所・住む場

所の選択肢が広がるとともに、オフィスや住宅等に要求される機能・環境にも変化が生

じています。市街地におけるゆとりあるオープンスペースや快適なオフィス環境の確保、

都心居住や郊外・田園居住、二地域居住、在宅勤務に適した住環境など、様々なニーズ・

変化に柔軟に対応できるまちづくりが求められています。 
〇地震・津波・水害・雪害等の自然災害から市民の命と暮らしを守るためには、これまで

以上に、ハード・ソフトが連携した総合的な防災・減災対策が必要となります。特に、

気候変動の影響による降雨量の増加や海面水位の上昇により、水災害が頻発化・激甚化

することが懸念されているなか、水災害リスクに対し、堤防整備等の水災害対策の推進

のみならず、土地利用や建築物の構造の工夫、避難体制の構築など、防災・減災の視点

を踏まえたまちづくりを進めていく必要があります。 
併せて、首都圏をはじめとした各地域との連携を強化していくことは、太平洋側の大規

模災害に備え、国全体の強靭化に貢献することにも繋がります。 
 

 [7]都心まちづくりの転機 

〇新潟市は国際拠点港湾である新潟港や新潟空港、新幹線や高速道路網といった広域交通

基盤が整備されるなど、高いポテンシャルを有しており、本州日本海側唯一の政令市と

して、更なる拠点性の向上が求められています。 

○新潟駅周辺・万代・万代島・古町地区をつなぐ都心軸周辺は、県都の玄関口としてイメ

ージを形成する、いわば「都市の顔」ともいえる場所です。それぞれの地区の特徴や強

みを活かしたまちづくりを公民連携で進め、さらに魅力と活力あふれるエリアとする必

要があります。 

〇着々と進む新潟駅周辺の整備により、陸の玄関口である新潟駅が約 60年ぶりにリニュー

アルされ、南北市街地が一体化されます。周辺においても築 50 年以上の民間ビルの建て

替え等の動きも活発化してきており、それを契機に人・モノ・情報をさらに集積させ、

魅力的で質の高い都市空間とするとともに、各区とのネットワークを構築することで、

新潟市全体の発展へつなげていく必要があります。 
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第３章 

 

都市づくりにおける基本的な考え方（理念）と 

目指す都市の姿 
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１．都市づくりにおける基本的な考え方（理念） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少子化・超高齢化による人口構造の変化や人口減少、社会経済情勢の変化などを踏まえ、

新潟市が持つ多様な個性や強みを活かしながら持続的に発展し、高齢者や子ども、障がい者

なども含めた全ての市民が安全で安心して暮らしやすい都市づくりを目指します。 

そのため、「都市全体の観点」から、全市レベルの都市づくりの理念『持続的に発展する都

市』と、市民の身近な暮らしを考える「地域の観点」から、地域レベルの都市づくりの理念

『誰もが暮らしやすい個性ある地域』、この 2 つの理念を掲げます。 

 

[1]持続的に発展する都市 

今後の新潟市の発展には、市民が愛着と誇りを持ち続けられる、新潟ならではの個性

ある都市としての充実を図ることと、都市経営の視点を持ちながら、本州日本海側唯一

の政令市として、都市の活力の維持向上と、地球環境との共生を保ち続けることが必要

です。 

 地域固有の歴史や文化、豊かな自然、築いてきた田園などの新潟市の財産を守り育み、

安全安心の土台のもと、国内外とつながる都市基盤などを活かして都市の活力と魅力を

さらに高めていくことで、日本海側の拠点として持続的に発展する都市づくりを進めま

す。 

 

[2]誰もが暮らしやすい個性ある地域 

 新潟市は「個性ある地域」の連合体です。地域が市民生活の基盤として成り立つため

には、地域の中で暮らしに必要なサービス機能が集積・充実していることと、地域の歴

史や文化など、それぞれの地域の個性が今後も住民の暮らしと結び付きながら発揮され

ていくことが必要です。 

 それぞれの地域の個性や強みを守り・活かしながら、地域の拠点や日常生活の拠点の

機能の維持・充実、地域の連携・交流の促進を図るとともに、身近な住環境の安全・安

心や快適性を高めていくことで、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めます。 

都市づくりにおける基本的な考え方（理念） 

 
 地域レベル 

誰もが暮らしやすい 

個性ある地域 

全市レベル 

 持続的に発展する都市  
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２．目指す都市の姿 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな田園・自然に囲まれた市街地では、まちなかを中心としたまとまりのある（コンパ

クトな）まちを形成し、築いてきた歴史・文化・都市空間を活かし、空間の質を高めていく

ことで各地域の自立性を高めます。また、公共交通などのネットワークにより、互いの連携

を高め、個性と魅力をもつ地域の連合体としての多核連携型の都市構造を実現します。 

そのことにより、新潟らしい広大で美しい田園・自然環境とまとまりのある個性的な市街

地がともに支えあい、互いの恩恵を享受しあい高めあう共生・共鳴する都市づくりをしてい

きます。 

 

 

 

目指す都市の姿の構造を、以下の 3 つの要素から考えます。 

●市街地と田園・自然の共生・共鳴 

●都市・地域の拠点形成 

●拠点の連携 

 

 

新潟市の空間的な特徴は、広大で美しい田園地域にあります。また、市街地に近いにもか

かわらず貴重な自然環境を保っている潟や、砂丘地と保安林による海岸線、後背の里山など

も大きな魅力です。 

新潟市は、これらの田園・自然に包まれた、日本海側の拠点都市としての顔と、個性ある

複数の地域の顔をもち、それらが互いに連携する都市構造となっています。また、田園・自

然と市街地は、市街地がその形態を維持することによって田園・自然が保全される相関関係

にあり、さらに、豊かな農水産物・潤いのある環境の提供と、まちとしての利便性の提供に

より、田園と市街地それぞれの市民の生活において、お互いが支え合い、それぞれの恩恵を

享受し合うことで共に高めあう、共生・共鳴関係にあります。 

このような都市の構造と、田園・自然と市街地の共生・共鳴関係を将来にわたって維持し、

持続的に発展する都市づくりを行います。 

 

 

田園に包まれた多核連携型都市 

－新潟らしいコンパクトなまちづくり－ 
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(1)市街地と田園・自然の共生・共鳴 

 市街地は、その拡大をこれまで以上に抑制し田園・自然環境の保全に努めることにより、

市街地の形態を維持し、将来にわたり持続可能な都市構造を目指します。また、広大な田

園地域、里山、河川、潟、海岸などの自然環境の保全を図ることにより、田園・自然に包

まれた市街地の魅力を高め、良好な都市環境づくりを進めていきます。 
  
(2)都市・地域の拠点形成 

新潟市の都市活動の拠点として古町、万代、新潟駅周辺を包含した区域を「都心」とし

て位置づけ、緑あふれ、人・モノ・情報が行き交う活力ある拠点を形成していくとともに、

日本海側の拠点都市としてのイメージを形成する場としていきます。 
基幹公共交通軸沿線に位置する白山駅周辺、新光町・美咲町、鳥屋野潟南部、新潟西港

などを包含した区域を、都心機能を補完する「都心周辺部」と位置付けます。 
また、商業・行政サービスなどの機能が集積した、市民生活の要となる場所を、「地域拠

点」、「生活拠点」と位置づけ、その機能や生活利便性の維持・充実を図っていきます。 
 
(3)拠点の連携 

 各地域の拠点間を道路や公共交通等で連携していきます。都心を中心とした放射状の連

携軸を強化するとともに、環状の連携軸も強化していくことにより、都心と地域、並びに 
地域と地域の交流・連携を高め、連携型の都市を実現していきます。 
 また、国際港湾や空港、鉄道や高速道路などの広域交通の機能強化を図ることで、広域

的な連携も高めていきます。 
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第４章 

 

都市・地域づくりの方針 
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１．方針の構成 

目指す都市の姿の実現に向けて、都市づくりの２つの理念に基づき、全市レベルの「都市

づくりの方針」と、地域レベルの「暮らしの質を高める身近な地域づくりの方針」の２つで

構成します。 

 

全
市
レ
ベ
ル
の
方
針 

方針１ 

田園・自然と市街地が共生・共鳴する都市 新潟 

方針２ 

国内外とつながる日本海拠点都市 新潟 

方針３ 

多様な拠点がネットワークでつながる都市 新潟 

方針４ 

活力と魅力あふれる産業・交流都市 新潟 

方針５ 

安全で安心して暮らし続けることができる都市 新潟 

 

地
域
レ
ベ
ル
の
方
針 

方針６ 

それぞれの地域で日常の暮らしができるまちづくり 

方針７ 

 地域の個性を感じることができるまちづくり 

方針８ 

 快適な住環境で暮らすことができるまちづくり 
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２．都市づくりの方針 －全市レベルの方針－  

 
目指す都市の姿「田園に包まれた多核連携型都市」の実現に向けて、新潟市全体としての

基本的な考えから「持続的に発展する都市」を受け、全市レベルの都市づくりの方針として

５つの方針を示します。 
 

●⽅針１︓田園・自然と市街地が共生・共鳴する都市 新潟 
 

市街地を包み込む豊かな田園や多様な自然環境をすべての市民にとっての貴重な財

産として守り育み、田園・自然と市街地がそれぞれの恵みをお互いに享受し合う、

共生・共鳴する都市をつくるための方針 

 
新潟市には豊かな田園環境のほか、大小の河川や里潟、里山や海、そして海岸林、そこに

生息する動植物など、多様な自然環境が豊かに存在しています。市街地を包み込むように存

在するこれらの環境を、すべての人にとっての価値ある財産として守り育むとともに、その

恵みをお互いが享受し合い、高め合うことができるような都市づくりを目指していくことが

重要です。 
田園は、身近な食料生産地として新潟の豊かな食や食関連産業を支える基盤となっている

だけでなく、自然の緑や水とともに、人々に憩いや潤いをもたらします。また、広大な水田

は流域治水において市街地の浸水被害を軽減するなど、都市構造面においても重要な役割を

果たしています。そのため、田園や自然環境に悪影響を与えないよう、田園・自然と都市の

バランスが保たれた土地利用の誘導に取り組みます。 
また、市街地と田園・自然がお互いの豊かな価値を循環させながら、将来にわたり調和あ

る発展を続けるため、廃棄物の適正処理や再資源化、再生可能エネルギーの導入、過度に自

動車に依存している交通体系の改善などを推進し、2050 年までのゼロカーボンシティの実現

を目指すとともに、市街地における緑や水辺環境の整備などにより、都市の活動が地球環境

へ与える負荷の軽減に取り組みます。 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 1-1 豊かな田園・自然環境を保全し賢明な利用を図る 

 新潟市は、海岸、大小の河川、里潟などの水辺と、田園、里山、海岸林などの緑により、

豊かな水と緑のネットワークを構築しています。これらは、白鳥などの水鳥をはじめとする

野生動植物の生育・生息の場、市民の憩いやレクリエーションの場になっているとともに、

新潟市の個性を表す貴重な財産です。 
 これらの新潟市の貴重な財産を次世代に引き継ぐため、その保全に取り組むとともに、市

民や来訪者が自然にふれ、学び、賢明な利用を図ることで、自然環境と都市活動が共生・共

鳴する都市づくりを進めます。 
 
 
■取組方針 1-1-1：自然環境の保全と活用 

 海岸や河川、里潟、里山などの自然環境については、市民との協働によるその機能や生

態系等の保全を図りながら、市民や来訪者が憩い、親しみ、楽しめる自然空間として活用

します。 
 また、自然体験や学校教育などを通じて、自然に親しみ、学ぶ機会を創出し、豊かな自

然環境を守り、未来に引き継いでいくための啓発に取り組みます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●河川や潟などの水辺の保全・親水空間の整備と活用 
●里山の保全・環境整備と活用 
○市民との協働による貴重な生態系の保全 
○自然体験・環境学習 

 

 

■取組方針 1-1-2：田園の保全と活用 

市街地と田園が調和・共存するという都市構造は新潟市の個性であり、その個性を支え

る基盤である広大な田園は食料生産機能の他に、洪水防止、生態系保全、良好な景観形成、

ヒートアイランドの防止など様々な機能を有しています。 
 市街地と田園が、互いの持つ多様な機能や恩恵を享受し合い、お互いに高めあっていく

ことができる都市づくりを進めるため、田園を保全します。 
 農業基盤整備など産業としての農業の振興を図るとともに、市街地拡大を伴う新たな開

発については、これまで以上に市街地拡大を抑制することを基本とし、雇用・交流人口の

創出、地域の拠点施設の機能強化、持続可能な公共交通ネットワークの形成、防災・防犯

力の向上、環境に配慮した取り組みなど、市全体や各区が抱える課題解決や機能向上に繋

がる真に必要かつ質の高い開発に限定し、市街地と田園の共生・共鳴を図ります。 
 また、田園を支える疎水（そすい：農業用水路）などを適切に保全・管理を図るととも

に、農閑期にも疎水に水を流すことにより、一年を通じて、身近な水の空間と水に生きる
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動植物の環境を提供する環境用水としての活用を図るなど、市民生活に潤いを与えるため

の利用のあり方を考え、生活に密着した水辺空間として活用を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●郊外土地利用の調整制度の運用 
○農業基盤整備の推進 
○ハザ木・屋敷林などの田園風景の保全 
○農業体験学習 
○疎水の通年通水（環境用水利活用促進） 
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目標 1-2 環境に配慮した都市づくりを行う 

 貴重な自然生態系を保全するとともに、都市活動による環境への影響を最小限にする、環

境に配慮した持続可能な都市づくりが必要です。 
 循環型社会・脱炭素型のまちづくりの取り組みを推進し、環境へ過剰な負荷を与えない持

続可能な社会の構築を目指すため、必要な都市基盤の整備や仕組みづくりを行います。 
 
■取組方針 1-2-1：脱炭素型まちづくりの推進 

 温室効果ガスの削減と気候変動に伴う自然災害等の影響を回避・軽減するため、田園・

自然の保全と持続可能な利用に取り組むとともに、再生可能エネルギーの導入拡大、廃棄

物・下水熱等の未利用エネルギーの活用促進、自家用車から公共交通や自転車といった低

炭素型交通への転換や徒歩移動の促進などに取り組むことで、二酸化炭素の排出を実質ゼ

ロとするゼロカーボンシティの形成を目指します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●コンパクトなまちづくりの推進 
●低炭素型交通への転換促進（公共交通・自転車の利用促進、徒歩移動の促進） 
●低炭素型の施設や住宅の整備促進 

 
■取組方針 1-2-2：廃棄物の再資源化の推進 

 ごみの減量及び再利用を進めることにより資源の有効利用を図るとともに、食品廃棄物

や農業廃棄物などのバイオマス資源を活用した循環型で環境にやさしい都市システムの構

築を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●廃棄物の減量や再資源化の推進 
●焼却施設の整備・更新 
○バイオマス資源の活用 

 
■取組方針 1-2-3：水環境の保全 

 地域の実情に応じた下水道と合併処理浄化槽の役割分担による総合的な汚水処理の推進や、

合流式下水道の改善などにより、生活環境の向上と水環境の保全に努めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●総合的な汚水処理の推進 
●合流式下水道の改善 
●下水道への接続促進 
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目標 1-3 緑豊かで潤いを感じる都市環境をつくる 

 市街地内における公園や河川敷、海岸などの身近な緑や水辺空間を保全・創出するととも

に、自然を感じられるオープンスペースやきめ細かい緑、水を配置することにより、地球温

暖化の抑制に貢献しながら、季節感を感じられるような市街地整備を進めることが必要です。 
 このような取り組みを市民とともに実践していくことを通じて、水と緑に囲まれた美しい

都市環境づくりを行います。 
 
 
■取組方針 1-3-1：親水空間の整備と活用 

河川や潟など、潤いや季節を感じることができる貴重な水辺環境の保全・整備と活用を図

ります。また、公園やオープンスペース、個々の建築物などにおける水辺やビオトープなど

潤いや憩いを感じることができる空間づくりを促進します。 
それらの水辺空間を活用した賑わいづくりや保全に市民や事業者とともに取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●河川や潟などの水辺環境の保全と活用 
●親水空間・ビオトープ環境の整備と活用 

 
 
■取組方針 1-3-2：身近な緑の保全・創出 

 新潟の気候にあった緑を市街地内に取り入れ、地域固有の緑や花で季節を感じることの

できる潤いある都市づくりを進めます。また、推進にあたっては公園や街路樹、農園など

の緑の空間づくりとともに、オープンスペースや個々の建築物における緑化などを通じて

地域全体に様々な緑を取り入れることにより、地球環境の保全に貢献し、環境との共生を

目指す都市づくりを公民連携により進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●緑地空間の整備や公民連携による管理の推進 
●公共施設や地域における緑の保全と緑化の推進 
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目標 1-4 田園・自然と市街地が共生・共鳴する都市構造を維持する 

人口減少下においても、日常生活に必要な都市機能や行政サービスが効率的に提供される

ように、一定の人口密度を保ち、公共交通などのネットワークと連携しながら、生活サービ

スやコミュニティを持続的に維持していくことが必要です。 
また、市街地を広大で美しい田園・自然が包みこんでいる、という都市構造は新潟市の大

きな強みであり、その強みを活かし続けるためには田園集落の維持・活性化も必要です。 
このため、市街地の無秩序な拡大をこれまで以上に抑制するとともに、低密度化が進行す

る既成市街地の有効利用を図りつつ、雇用の場の創出や交流人口の拡大、将来に渡って安心

して住み続けることができる環境整備など、新潟市の魅力を向上させるために必要な土地利

用を適切にコントロールすることで、豊かな田園・自然環境とともに持続的に発展する都市

を目指します。 
 
■取組方針 1-4-1：市街地拡大の抑制と適正管理 

持続可能で新潟らしいコンパクトな都市の実現に向け、これまで以上に市街地拡大を抑

制することを基本とし、質の高い開発の必要性や妥当性を適切に判断する「郊外土地利用

の調整制度」の運用の厳格化と必要に応じて見直しを行うなど、市街地拡大の抑制の適正

な管理に取り組みます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●郊外土地利用の調整制度 
●立地適正化の推進 

 
 
■取組方針 1-4-2：市街化区域の適切な土地利用の推進 

都心や各拠点において都市機能施設や居住の誘導を行うとともに、既成市街地における空

き家や空き地などの低未利用地の利活用を促進します。また、公民連携による地域のルール

作りや地域地区をはじめとする都市計画制度等の適正な運用を図り、市街化区域内の適切な

土地利用に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●既成市街地の再編や再開発の促進 
●低未利用地の活用促進 
●立地適正化の推進 
●公民連携による地域のルール作り 
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■取組方針 1-4-3：市街化調整区域の適切な土地利用の推進 

新潟市の強みである広大な田園や里山・海岸林等の自然環境の保全を図り、持続可能な

農業施策を推進するとともに、農村集落の特色を活かした地区計画制度等の活用や住民主

体の集落づくりの取り組みを促進することにより、田園集落の維持・活性化に取り組みま

す。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●田園集落づくり制度の推進 
○もうかる農業の推進 

 
  



26 
 

⽅針２．国内外とつながる日本海拠点都市 新潟 
 

港湾・空港などの国内外とつながる広域交通ネットワークの機能強化を図るととも

に、新潟の顔とも言える都心の機能と魅力を高めることで、個性ある魅力的な日本

海側の拠点都市をつくるための方針 

 
古くからみなとまちとして国内外と結ばれていた歴史を背景に、世界と結ばれた国際港湾

や空港、県内外とつながる新幹線や高速道路といった広域交通基盤により、国内外との人流・

物流のネットワークを構築しています。また、新潟駅周辺・万代・古町を含む都心部は、新

潟市の商業・業務・交通・歴史や文化などの高次都市機能が集積しており、新潟市のイメー

ジを形成・発信する新潟の顔とも言えるエリアです。広域交通や都心の機能を強化し、国内

外との連携や交流を活性化させていくことで新潟市の拠点性を高めていく都市づくりが重要

です。 
また、都心部の活力を高め、その地域価値を向上させることにより、ネットワークでつな

がる市全体の活性化や公共サービスの維持・向上につなげていく、という視点も重要です。 
世界や国内と結ばれた国際港湾・空港、新幹線や高速道路などの広域交通ネットワークの

機能強化を図り、日本海側における人流・物流の拠点としてさらに飛躍する都市づくりに取

り組みます。 
駅周辺・万代・古町といった特色ある地区の個性や魅力を磨き、経済活動を活発化させる

とともに、その成長エネルギーを市全域に波及させることで、市全体を活性化させるため、

公民連携により都市機能の集積・向上や魅力あふれる空間づくりに取り組みます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 2-1 国際的な拠点機能を強化する 

 新潟市は、世界とつながる国際拠点港湾及び拠点空港を有しており、それらは都心に近接

し利便性が高いこと、高速道路及び高速鉄道ネットワークとの連絡も良いことが特性として

挙げられます。 
 グローバル化が進展する中、引き続き国際的な拠点性をさらに強化し、インバウンド需要

などの社会ニーズの変化に柔軟に対応することで、より活発な都市活動を促進する必要があ

ります。そのため、路線ネットワークを充実させ、新たな貨物・旅客需要の開拓を進めるな

ど、経済界や関係機関などと連携し、港湾・空港機能を強化することで、新潟市の拠点性を

高めていきます。 
 また、広域交通拠点を結ぶ交通ネットワークとして、都心や新潟駅等とのアクセスを強化

することにより、観光・交流や産業振興等の競争力を高め、都市の国際的なポテンシャルを

高めていきます。 
 
■取組方針 2-1-1：港湾・空港機能の充実・強化 

 日本海側という位置から国内のみならず世界とつながる都市として、港湾施設の整備を

進めるとともに、航路の新規開設や拡充を図ります。対岸諸国や東南アジア、国内など、

様々な地域と人流・物流でつながり、経済・産業面の結びつきを高めることで、地域経済

の成長につなげていきます。 
 新潟空港の機能を強化し、日本海側のハブ空港としての利便性を高めるため、国内はも

とより、東アジアや東南アジアなどへの新規航空路の開設、既存航空路の拡充を図ります。

また、新潟空港のさらなる活性化に向けた検討を国や県などの関係機関や経済団体などと

の連携しながら進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●新潟港の整備・活性化の推進 
●新潟空港の整備・活性化の推進 
○国際交流の推進 

 
 
■取組方針 2-1-2：空港アクセスの強化 

 空港の利便性を高め、広域交通拠点とつながる都市内の交通ネットワークの更なる強化

を図るため、空港と新潟駅・都心とのアクセス強化について、公民連携して中・長期的な

視点をもって取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●新潟空港へのアクセス強化（公共交通体系の整備） 
○国際交流の推進 
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目標 2-2 広域的な連携機能を強化する 

 新潟市は、日本海国土軸と列島横断軸の結節点であり、高速道路や上越新幹線などで首都

圏や各地とつながる広域交通ネットワークの拠点となっています。この地理的優位性を活か

し、ネットワークの強化を図ることで、産業の振興や交流人口の拡大につなげます。 
 また、広域都市圏の中心都市として周辺市町村と様々な分野の施策における連携を強化し、

その成長をけん引することで、都市圏全体の活性化や生活サービスの向上を図ります。 
 
 
■取組方針 2-2-1：高速道路の整備促進 

 日本海沿岸東北自動車道のミッシングリンク解消や、磐越自動車道 4 車線化整備の促進

による機能向上により、人流・物流ネットワークを強化するとともに、スマートインター

チェンジ（ＥＴＣ専用のインターチェンジ）の整備などにより高速道路の利便性を向上さ

せていきます。このことにより、広域連携の強化と合わせ、一般道から高速道路への利用

転換を促進するなど、一般道の渋滞緩和と環境負荷の軽減を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●高速道路の整備促進 
●スマート IC の整備 

 
 
■取組方針 2-2-2：新潟駅周辺整備の推進と広域交通機能の強化 

新潟駅周辺整備を進めるとともに、上越新幹線の利用促進や羽越本線の高速化を促進す

るなど、新潟駅の広域交通機能と利便性をさらに高めます。 
また、新潟駅周辺で進んでいる鉄道在来線の高架化や広場整備、国が計画を進めている

中・長距離バスターミナル整備と都心のまちづくりを連携させることで、広域的な交通結

節機能をさらに強化するとともに、産業・交流などの活性化につなげ、新潟市の拠点性の

向上を図ります。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●新潟駅の広域交通機能と利便性の向上 
●都心のまちづくりの推進（にいがた２ｋｍ・都心の都市デザイン・都市再生緊急

整備地域） 
○上越新幹線の利用促進 
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■取組方針 2-2-3：広域的な連携都市圏を活性化させる 

グローバル化を続ける経済社会の中で、厳しい地域間競争を生き残っていくためには、

市町村という行政区域だけに捉われず、経済的な一体性を有する広域都市圏の単位で政策

を構築し、それぞれの市町村の強みを発揮しながら圏域全体の活性化を図っていくことが

必要です。 
圏域全体の経済を活性化し、それぞれの市町村の都市機能や自然環境等の魅力を高め、

人々が誇りを持って住み続けたいと思えるような圏域を創造していくため、圏域の中心都

市として圏域市町村と連携しながら、圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集

積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上を図っていきます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●広域交通機能の強化（新潟駅周辺整備、羽越本線の高速化等） 
○広域連携都市圏の取り組み（圏域内外へのアクセス拠点の整備）推進 
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目標 2-3 公民が連携して稼げる都心をつくる 

 新潟駅周辺から万代、古町をつなぐ「都心」は、新潟市において中枢的な商業・業務機能

が集積され、都市の象徴的な市街地として多くの人々やモノが集まる好循環を生み出す地域

です。都市の個性や魅力を発揮し、県都の玄関口としてのイメージを形成する場として、環

境に配慮しながら、商業・業務・交流機能の強化、高次都市機能の集積などの総合的な整備

を図る必要があります。 
 様々な魅力や交流によって新たな情報や文化が創造・発信される拠点として、また商業、

業務、交流など、高次都市機能が集積した「都市の顔」とも言える中心的なエリアとして、

人・モノ・情報が行き交う、稼げる都心を公民連携により目指します。そこから生み出され

る都市の成長エネルギーを市全域に波及させることで、新潟市の拠点性がさらに高まるまち

づくりを進めます。 
 また、誰もが快適に移動できる都心とするため、ICT 技術などを活用し、歩行者や自転車、

公共交通による移動の利便性の向上を図るとともに、それらの移動空間やオープンスペース

などの快適性を高めることで、都心各地区の回遊性をさらに向上します。 
 
 
■取組方針 2-3-1：都心軸を中心としたまちづくり 

新潟駅周辺から、万代、万代島、古町をつなぐ都心軸周辺の、『にいがた 2km（ニキロ）』

と呼称するエリアにおいて、各地区の特色を活かしたまちづくりを進めます。 
新潟駅周辺地区では、鉄道在来線の高架化を契機とした南北市街地の一体化、広域交通

結節機能の強化、駅周辺の開発・再開発の促進による業務機能の集積などにより、広域交

流拠点としての機能強化を図り、新潟市の陸の玄関口に相応しい高度な機能と風格を備え

た都市空間を形成します。 
万代地区では、新潟市のシンボルである萬代橋周辺の魅力的な水辺空間と商業集積を活

かし、地区内外の回遊性を向上させることで、賑わいあふれるまちづくりを推進します。 
古町地区では、様々な機能の都心回帰を進めると共に、今も色濃く残るみなとまちの歴

史や文化などの強みや魅力を活かして、歩いて楽しめる魅力的な街並みを形成します。 
万代島地区では、都心のウォーターフロントの立地と国際交流拠点機能を活かし、みな

とらしさを感じられる賑わい空間を形成します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公民連携による都心のまちづくりの推進 
（各地区におけるビジョンの具現化に向けた取り組み、緑あふれ居心地がよく歩き

たくなる人中心のまちづくりの推進） 
●街の賑わいを創出する多様な交通施策 
●都心部の戦略的な再開発促進（都市再生緊急整備地域） 
○商業、業務の活性化の促進（起業・創業の促進、空き店舗の活用促進、オフィス

リノベーションの促進など） 
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■取組方針 2-3-2：高度な都市機能の集積促進 

既存の都市ストックのリノベーションや有効活用を図るとともに、開発・再開発事業等

により土地の高度利用や集約化を図ることで、商業、業務、医療、教育、文化などの様々

な高次都市機能の集積・充実を促進します。 
都心部の活力を高め、「稼げる都心」としてその地域価値を向上させるとともに、市内各

地と人流・物流や事業連携等のネットワークを強化することで、市全体の活性化や公共サ

ービスの維持・向上につなげていきます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公民連携による都心のまちづくりの推進 
●街の賑わいを創出する多様な交通施策 
●開発・再開発やリノベーションの促進 
○商業活性化の促進 

 
 
■取組方針 2-3-3：回遊性の向上と居心地のよい空間づくり 

 市民や来訪者など、多くの人が訪れる都心の回遊性を高めるため、徒歩や自転車、公共

交通により、誰もが快適に移動でき、低炭素型交通への転換にも貢献する交通環境整備と、

ひと中心の空間づくりに取り組みます。 
ICT 技術等を活用し、都心やその周辺部において、きめ細かな移動ニーズに対応できる

公共交通サービスの導入や案内環境の整備などを進めるとともに、公園や民間空地等の広

場、道路空間、水辺空間など、様々な空間の有効活用を図ることで、緑と賑わいがあふれ

る居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりを進めます。 
併せて、都心を通過する自動車交通を都心の外側に誘導するなど、都心内部の自動車交

通量を減少させる道路整備を推進します。 
また、新潟駅周辺整備により整備される鉄道南北を結ぶ道路や公共交通などを活用し、

都心と鳥屋野潟南部開発地区などの都心周辺の拠点とのさらなる回遊性向上や連携強化を

図ります。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公民連携による都心のまちづくりの推進 
●快適なバス利用環境の整備 
●緑あふれ居心地がよく歩きたくなるウォーカブルな都市空間整備（道路空間の再

構築・利活用、電線類地中化） 
●自転車利用環境の整備推進 
●シェアサイクルや小型パーソナルモビリティの導入 
●身近な公園や特色ある公園等の整備 

 



32 
 

 
■取組方針 2-3-4：公民連携の取り組み推進 

 まちづくりの新たな担い手として、市民・企業・NPO など民間の役割が拡大しています。

公共空間をオープンに活用する規制緩和制度や、公共空間・民有地を有効活用して賑わい

創出を促す協定制度、民間活力を導入し地域の価値向上と維持管理を一体で行うエリアマ

ネジメントなど、各種制度を活用した公民連携のまちづくりの取り組みを推進し、多様な

人々が集い、交流する、魅力と賑わいのある都心づくりを推進します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公民連携による都心のまちづくりの推進 
●民間活力の導入によるエリアマネジメントの推進 

 
 
■取組方針 2-3-5：データや新技術を活用したまちづくり 

シームレスな交通・移動の実現、まちづくりの高度化や都市生活の質の向上等を図るた

めのデジタル基盤の構築と活用に公民連携で取り組みます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●都市計画における ICT 技術等の活用 
●スマートシティの推進（スマートプランニング、３Ｄモデル都市） 
○デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

 
 
 
  



33 
 

⽅針３．多様な拠点がネットワークでつながる都市 新潟 
 

多様な個性や強みを活かした区や地域における拠点や交通・物流・業務などの機能

別拠点の機能強化を図るとともに、それらの役割分担や連携・交流を支えるネット

ワークを強化・充実し、多核連携型の都市をつくるための方針 

 
新潟市は、多様な歴史・文化や個性を持った地域の連合体です。それぞれの地域資源を活

かして個性的・魅力的な拠点を形成し、それらが道路や公共交通等のネットワークで結びつ

きを深めることで産業面や環境面、生活面でさまざまな相乗効果を生み出していくことが重

要です。 
また、産業や人流・物流などに特化したさまざまな機能別の拠点の機能向上を図り、市内

各拠点と適切に連携・役割分担をすることで、市全体の産業・交流の活性化につなげていく

必要があります。 
市民生活の要となる「地域拠点」や「生活拠点」、産業や人流・物流などに特化した機能が

高度に集積した「機能別拠点」、といった多様な拠点が個性を発揮して地域の核となり、その

機能の充実と自立性を高めるとともに、市民や来訪者がそれぞれの拠点で様々なにぎわいと

憩いを享受し、誰もが魅力を感じることができる多彩な都市づくりに取り組みます。 
併せて、市内を結ぶ骨格となる道路・公共交通等を整え相互の移動や交流を容易にするこ

とは、各地域の特色を活かした機能分担と連携を支え、住み慣れた地域でより豊かな市民生

活を送れることにつながります。こうした都市の内外での人やモノ等の流れを支える交通の

ネットワークとサービスの強化・充実に取り組みます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 3-1 地域のまちなかに活気をもたらす 

  個性ある拠点が、互いに連携・交流し、一体的な発展を遂げていくためには各区の中心

となる地域拠点や生活拠点等の機能の充実・強化を図る必要があります。 
身近な日常生活や交流の拠点として、暮らしの利便性、多世代の暮らしの充実を図るた

め、それぞれの地域で育まれてきた歴史や個性を活かしながら総合的なまちづくりに取り

組み、地域拠点・生活拠点の機能の維持・充実を図ります。 
また、散発的に発生する空き地や空き家、空き店舗等の低未利用地については、集約化

による利用の促進や地域コミュニティの核として効果的な活用、共同化によるゆとりある

住環境の創出など、それぞれの地域の状況やニーズに応じた活用を促進し、まちなかの活

性化を図ります。 
 
 
■取組方針 3-1-1：まちなかへの都市機能の誘導 

地域ごとの個性を活かしながら、商業、業務、医療、文化施設などの様々な都市機能の

集約・充実や、開発事業等により土地の高度利用や集約化を図るとともに、緑地やオープ

ンスペースを創出・活用することで、賑わいがあふれる魅力的な市街地空間を形成します。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公民連携によるまちづくりの推進 
●開発・再開発やリノベーションの促進 

 
 
■取組方針 3-1-2：低未利用地の活用促進 

空き地・空き家や商店街の空き店舗等の低未利用地の利活用を促進します。暮らしの利

便性を高める商業・業務等での活用を促進し、まちなかの賑わい創出を図るほか、コミュ

ニティや多世代の交流を促す場やオープンスペースとして活用するなど、多様な活用を図

ります。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●低未利用地の活用促進 
○商業、業務の活性化の促進（起業・創業の促進、空き店舗の活用促進、オフィス

リノベーションの促進など） 

○空き家の有効活用等の促進 
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■取組方針 3-1-3：まちなか居住の誘導 

まちなかの賑わいづくりや環境負荷の低減にも繋がるまちなか居住の誘導を進めます。

緑化や景観誘導、オープンスペースの確保など、周辺環境や街並みと調和した住宅づくり

や、まちなかの賑わいに寄与する商業・業務機能を合わせ持った住宅づくりを促進します。 
また、職住近接や公共交通の利便性などの多様な居住ニーズに対応する、まちなか居住

の魅力を発信することで、子育て世帯や高齢者など様々な世代の居住誘導を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●高度地区・地区計画・建築協定などの導入 
●まちなか居住の促進 
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目標 3-2 機能別の拠点をつくる 

 産業、業務、人流や物流などに特化し、その機能が高度に集積した拠点や都心の機能を補

完・拡充する拠点を充実・強化し、それらの機能別拠点と、都心や各区の拠点をネットワー

クでつなげることで、新潟市の拠点性をさらに高めます。 
 
■取組方針 3-2-1：新光町・美咲町地区の機能向上 

 新光町・美咲町地区は、国の行政施設と県庁を核とした広域的な行政機能の拠点として

の機能向上を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●広域的行政機能の充実・強化 

 
■取組方針 3-2-2：鳥屋野潟南部地区の総合的な整備 

 鳥屋野潟南部地区は、都心と近接する鳥屋野潟の自然環境を活かし、周囲の田園と調和

した医療福祉、文化・教育、スポーツ・憩い、交流・にぎわいなどの複合拠点としての整

備に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●鳥屋野潟南部地区の総合的な整備 

 
 
■取組方針 3-2-3：白山周辺地区と都心の連携 

 白山周辺地区は、都心と近接する立地特性や交通結節機能を活かし、都心の機能を補完

する文化、医療、教育、行政などの複合拠点として、都心との連携強化を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●都心との連携による都心の補完機能の維持・向上 

 
 
■取組方針 3-2-4：多様な機能を持つ拠点の充実・強化 

 新潟市全体として産業・交流などの活性化を図るため、産業・人流・物流などに特化し

た機能別拠点の充実・強化を図るとともに、都心や各区の拠点とのアクセスや連携の強化

に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●機能別拠点の充実・強化 
●空港・港湾の機能強化 
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目標 3-3 道路及び公共交通ネットワークを強化する 
 新潟市の各地域の個性や特色、機能を最大限活かすためには、地域間の連携や交流を支え

る道路・公共交通をさらに充実させる必要があります。 
 道路については、放射方向に伸びる国道バイパスと横断的に伸びる放射環状型道路を結ぶ

ことで多核連携型の都市を支え、災害に強く渋滞対策となる道路網を構築します。 
都心と地域拠点等を結ぶ放射方向の公共交通を強化するとともに、鉄道・バス・タクシー・

自家用車・自転車等の適切な役割分担と結節強化を図ることで、多くの人が公共交通を使い、

都心や市内各地へ移動できる交通環境の実現を目指します。 
また、公共交通と連動したまちづくりを進め、公共交通の利便性の高い地域へ都市機能の

誘導を図ります。 
 
 
■取組方針 3-3-1：放射・環状道路網の形成と計画的な道路整備 

 都心を通過する交通の削減を図るとともに、救急・救命活動や災害時の安全・安心な輸

送道路とするため、市民の日常的な移動、業務活動、物流、周遊型観光等、社会経済活動

を支える放射・環状の道路網の整備を推進します。 
 また、道路整備にあたっては、事業効果などを検討し、都市計画道路の見直しを含めた

計画的な整備を進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●放射道路網、環状道路網の整備 
●都市計画道路の見直し検討 

 
 
■取組方針 3-3-2：公共交通サービスの強化・充実 

 鉄道在来線の複線化・高速化や新たな鉄道駅の設置の検討など、公共交通サービス向上

を図るとともに、その利用促進に向け、パークアンドライドの推進など、利用者にとって

使いやすい環境の整備に取り組みます。 
 高速バスや都心方面を結ぶ路線バスの使いやすさの向上や乗り換え・待合環境の改善な

どのサービス強化を図るとともに、過度な財政負担なくサービスを維持するための利用促

進を図ることで、持続可能な公共交通体系を構築していきます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●鉄道交通機関の充実 
●新たな鉄道駅の調査・設置 
●快適なバス利用環境の整備 
●区バス、住民バスの運行支援 

 



38 
 

 
■取組方針 3-3-3：交通結節機能の強化 

 交通結節点の機能強化と賑わいの創出を図るため、駐輪場や駐車場の整備、バリアフリ

ー化など、交通結節点の利便性、快適性を高めるとともに、様々なサービス機能や交流機

能などの多様な機能の集積を図ります。 
 また、新潟駅・新潟港・新潟空港などの広域交通拠点と、都心部や各拠点の連携を強化

するため、バス等の二次交通を充実し、来訪者や観光客といった交流人口の拡大を図りま

す。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●新潟駅の広域交通機能と利便性の向上 
●交通結節点のバリアフリー化 
●バス待ち環境・乗り換え利便性の向上 
●新潟空港へのアクセス強化 
 
 

■取組方針 3-3-4：公共交通と連動した土地利用 

 歩いて暮らすことができるまちづくりを進めるため、駅などの交通結節点の周辺や主要

な公共交通機関の沿線においては、住宅や商業、業務などの都市機能の集積を図るととも

に、土地の有効利用を図ります。 
 また、新たな市街地整備をする場合にも、周辺地区の現状を踏まえるとともに、住民や

来訪者の移動手段としての公共交通を重視した誘導を行います。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●交通結節点周辺、公共交通軸沿線における土地利用の誘導 
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目標 3-4 環境や人にやさしい公共交通をつくる 

 環境負荷の低減や持続可能な公共交通の実現に向け、公共交通の利用促進と利用環境の安

全性・快適性を確保することが必要です。 
 自家用車利用を中心とした環境から、目的や行き先に応じて様々な交通手段を選択するこ

とができる環境整備やバリアフリー化、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた安全な

利用環境の整備に取り組みます。 
 また、住民や関係機関等との適切な役割分担や協働のもと、ＩＣＴ技術等を活用した公共

交通の社会実験や公共交通の利用促進に向けた情報提供や意識啓発、地域のニーズに応じた

交通サービスの提供などを図ります。 
 
■取組方針 3-4-1：交通手段の適切な役割分担の推進 

 輸送効率を高めることで環境負荷も低減しつつ、持続可能な公共交通を構築するため、

都心方面を結ぶ幹線的な交通としての鉄道・バス及び、それにアクセスする交通としてバ

ス・タクシーを中心に自転車・自家用車等を含めた適切な役割分担に向けた環境整備を進

めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●パークアンドライドの推進 
●モビリティ・マネジメントに関する環境整備 

 
 
■取組方針 3-4-2：安全な移動空間の整備・改善 

 都心や地域の拠点、駅やバスターミナルなどの交通結節点、公共施設の周辺、通学路な

どでは、安全性・防犯性を向上させ誰もが使いやすい移動空間とするため、歩行空間の確

保や段差解消、十分な照明の確保など、バリアフリー化ならびにユニバーサルデザインの

考えを基本とした整備を進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●交通結節点の快適性・安全性の向上 
●歩行空間の確保、段差解消 
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■取組方針 3-4-3：モビリティ・マネジメントの推進 

 市民一人ひとりの日常生活に密着したところから公共交通利用を喚起するため、環境面

や経済面での公共交通の優位性をＰＲするなど、市民の自発的な行動変容を促すモビリテ

ィ・マネジメントを推進します。 
また、市民、交通事業者と連携し、パークアンドライド駐車場などの環境整備を推進し、

公共交通の利用促進に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●モビリティ・マネジメントの推進 

 
 
■取組方針 3-4-4：公民連携による社会実験や新技術の導入等 

 公共交通の運行・利用状況を踏まえ、必要に応じて交通実証実験を行い、施策に反映さ

せます。 
また、自動運転や MaaS などの新技術や新たなモビリティサービスについては、交通課

題・環境課題の解決に向けて、市民・事業者・行政の公民連携により新潟市にふさわしい

サービスのあり方の検討を進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●自動運転やシェアサイクル、小型パーソナルモビリティ等の導入促進 
●パークアンドライドなどの社会実験の推進 
●MaaS を含めた新たなモビリティサービスのあり方に関する検討 

 
 
■取組方針 3-4-5：市民・行政・交通事業者の連携・協働 

 市民・行政・交通事業者が共に考え、協働することで市民にとって使いやすく喜ばれる

公共交通の実現を目指します。 
地域に即した運行形態を維持していくために、地域の公共交通サービスを共に考え、支

える市民、道路空間等の整備や適切な運行への支援や関与を行う行政、公共交通を運行・

運営する交通事業者が適切な役割分担のもと、地域に根差した公共交通体系づくりを推進

します。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公共交通に関する協議・計画立案組織の運営設置（地域公共交通会議の開催等） 
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⽅針４．活⼒と魅⼒あふれる産業・交流都市 新潟 
 

新潟の多様な地域資源を活かして、産業活動の活性化や交流人口の拡大を図るとと

もに、個性ある美しい景観を形成することで、活力と魅力にあふれ、人を惹きつけ

る都市をつくるための方針 

 
社会経済のグローバル化とともにデジタル化やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

が加速するなか、産業構造の変化や国内外での都市間競争に対応していくために新潟市の産

業にしっかりとした土台を築くことが重要です。 
ビジネスを展開する都市として国内外から選ばれる都市となるため、都市の拠点性やポテ

ンシャルを活かした魅力的な都市環境を整備し、脱炭素の視点を踏まえた新たな企業誘致や

既存産業の高度化、新産業の創出につなげます。また、食料品製造をはじめとする製造業や

物流などの既存産業とともに、農業は地域経済を支える産業の１つです。新潟の魅力的な風

景の一つである、広大で美しい田園風景を保ち続ける上でも、農業が持続的な産業となるこ

とが必要です。 
新型コロナウイルス感染症の拡大等、不確実な事象の発生によるニューノーマルに対応し

つつ、交流人口を拡大し、その効果を様々な産業の活性化につなげるため、都心や各地域に

存在する多様な地域資源や魅力を活かすまちづくりに公民連携で取り組みます。 
また、働く、住む、買物をするなど、人々の活動の多くは、建築物や都市基盤が整備され

た空間のもとで営まれており、これらの空間を、それぞれの地域の歴史や文化、田園、河川

や里山などの自然と調和した姿にすることは、新潟市らしさを持ち続けるために重要です。 
そこに暮らす市民が愛着と誇りを持って守り育み、来訪者にとっても「また訪れたい、い

つか暮らしてみたい」と思えるような魅力的な都市景観づくりに取り組みます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 4-1 魅力ある産業の創出を支える都市環境をつくる 

 持続的に発展する都市を実現するためには、産業基盤の確立は欠かせません。特に新潟市

の産業発展を牽引してきた食関連産業は新潟の強みです。 
新潟市の持つ強みやポテンシャルを活かし、農業と食品産業が一体となって発展するニュ

ーフードバレーや航空機産業などの成長産業の育成により、経済活性化と新たな雇用の創出

に向けた取り組みをさらに進めていく必要があります。 
また、ＤＸが加速するなか、企業、法人、個人が、ＩＴ事業者などデジタル技術を駆使す

る企業との協業を促進することで、既存産業の高度化や新たなビジネス展開、新産業の創出

などを図る必要があります。 
さらに、ＥＳＧ金融の進展に伴い、気候変動に対応した経営戦略の開示や脱炭素に向けた

目標設定が国際的に拡大しており、脱炭素経営への転換が、企業価値向上、ビジネスチャン

スの獲得に重要な要素となっています。 
 そのために、新潟市の地理的な優位性や広域交通基盤を活かし、新産業やベンチャー企業

創出につながる拠点の形成や地域の特性を活かした工業用地の活用を促進するとともに、国

内外の活力ある企業の誘致や既存産業の振興・高度化を進めることで、魅力ある産業の活性

化と雇用の拡大を図り、活力ある産業・交流都市の基盤づくりを進めていきます。 
 
 
■取組方針 4-1-1：企業誘致や産業活性化につながる都市環境の整備推進 

 新潟市の地理的条件、交通基盤、人的資源、既存の産業ストックなど、新潟市が持つ 
優位性を最大限活用・発信し、活力ある企業の誘致や産業の活性化を推進することが重要

です。また、企業のデジタル化や DX に向けた取り組み、ニューノーマルを見据えた新た

な事業創出や働き方への対応なども進める必要があります。 
事業者の需要を的確に把握し、立地ニーズを逸することがないよう工業用地の環境整備

や、企業誘致に向けた５Ｇなどの新技術を活用できる都市環境、多様な働き方に対応し、

事業者間の交流促進によるイノベーションを生み出すオフィス環境など、事業者や労働者

の多様なニーズに対応できる都市環境の整備を推進します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●開発・再開発やリノベーションの促進（都市再生緊急整備地域、土地区画整理事

業） 
○企業誘致、起業・創業、協業の推進 
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■取組方針 4-1-2：産業・地域・雇用の活性化につながる低未利用地の有効活用 

工場跡地等の低未利用地においては、地域経済の活性化や雇用の創出に向けて、企業の

立地を促進するなど産業用地としての有効活用に向けた環境整備に取り組みます。また、

地域の現状や特性を踏まえながら、土地利用の転換も検討し、周辺環境と調和の取れた土

地利用の検討と誘導を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●土地利用の転換の検討と誘導 

○企業立地の促進 

 
 
■取組方針 4-1-3：農業や食産業の成長産業化の推進 

 農業を取り巻く厳しい環境、様々な課題を克服することで新潟市の農業が成長産業とし

て発展することを目指し、農業と食産業との一体的発展をはかるニューフードバレーの推

進、そして新潟市特有の地域資源である農業や田園資源を他分野に活かす取り組みを推進

し、市街地と田園が共生・共鳴する都市構造を維持します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●田園集落づくり制度の推進 
○もうかる農業の推進 
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目標 4-2 地域資源を磨き、都市の魅力を高める 

先人たちが守り培ってきた自然環境や、歴史や文化、街並みや風景などの地域資源に更に

磨きをかけ、市民のまちへの誇りと愛着を育むとともに、都市の魅力の活用と情報発信を強

化することで、交流人口の拡大を図ることが必要です。 
観光やＭＩＣＥ、文化・スポーツコミッション活動による文化・スポーツイベント等の誘

致等、多様な来訪者の獲得を図るため、広域交通基盤や都市施設の充実・強化を図ります。 
 観光•交流産業の振興と交流人口拡大を図るため、さまざまな地域資源の発掘や磨き上げ、

観光拠点の整備、歴史的な街並み整備、交通や交流のネットワークの強化など、公民連携に

より観光・交流と連動した都市づくりに取り組みます。 
 
 
■取組方針 4-2-1：まちなか観光・広域観光の推進 

 歴史的な建築物の公開や活用、歴史的な街なみの整備など、地域の歴史•文化を象徴する

施設や風景を活用し、魅力あるまち歩き観光コースの整備などにより、観光客の来訪と滞

在時間の増加を図ります。また、地域の観光や歴史文化を紹介する情報発信、観光案内の

仕組みを整備し、遠方からの来訪者、外国人にも分かり易いサービスを提供します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●歴史的な街なみ整備や良好な景観形成 
○新潟の魅力発信・誘客の推進 

 
 
■取組方針 4-2-2：観光資源の発掘と発信 

各地域で守り、受け継がれてきた豊かな自然や歴史・文化など、地域の資源を活かした

まちづくりを進め、それぞれのまちなかの活性化につなげます。また、その魅力を内外に

発信し地域間の連携を強化することで、都市全体の大きな魅力につなげ交流人口の拡大を

図ります。 
 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●歴史的な街なみ整備や良好な景観形成 
○新潟の魅力発信・誘客の取り組み 
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目標 4-3 個性ある美しい景観を形成する 

新潟市は、湊町として栄えてきた歴史を背景とした拠点性と、日本海や二つの大河、潟な

どの多彩な水辺空間、豊かに広がる田園や里山などの自然環境を併せ持っています。この豊

かな自然・田園と都市が共存する環境はすべての市民の財産であり、他の大都市にはない新

潟市の大きな個性であり、新潟市らしい魅力の一つです。 
この新潟らしさを守り・育てることで市民が愛着を持った都市となり、市外の人々から見

ても魅力ある都市となることを目指すため、豊かな田園・自然と調和し、各地域の歴史や文

化などを活かした景観の誘導を図り、新潟らしい個性ある美しい都市景観の形成を目指しま

す。 
 
 
■取組方針 4-3-1：都心・まちなか景観の形成 

市民の愛着と誇りを育み、魅力ある都市を目指すため、建築物所有者をはじめとする市

民や事業者、関係団体や専門家などと連携・協力しながら、それぞれの地域の歴史や個性

を活かした景観を守り育てることに取り組みます。 
都心では、都市の風格や賑わいを感じる街並みや古町花街をはじめとする「みなとまち」

の風情を感じる歴史的な街並み等の都市景観の形成を図ります。 
各区のまちなかや拠点では、その地域で育まれてきた歴史・文化・風習等を活かし、個

性ある街並みや景観づくりを進めます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●良好な都市景観の形成 
●景観計画特別区域の設定 

 
 
■取組方針 4-3-2：田園・自然環境と調和した都市景観の形成 

河川・潟・海岸などの水辺や里山周辺などでは、自然環境の保全を図るとともに、それ

らの環境と市街地が接する部分では、景観計画等に基づく景観誘導やうるおいとやすらぎ

を感じさせる緑の保全と緑化の推進に取り組みます。 
市街地の縁辺部では、景観計画等に基づく景観誘導を行い、新潟市の大きな特徴である

広大な美しい田園風景と調和した落ち着きのある市街地景観の形成に取り組みます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●景観計画等に基づく景観誘導 
●身近な公園や特色ある公園等の整備 
●公民連携による花と緑のまちづくり 
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■取組方針 4-3-3：美しい住宅地景観の形成 

住宅地では、生け垣や庭木、街路樹による緑の創出と、地域の歴史や文化、地形などを

活かした街並みの形成に取り組むとともに、建築協定や地区計画等の活用を図り、安らぎ

と潤いが感じられる良好な住宅地景観の形成を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●緑地協定地区の活用 
●建築協定・地区計画の活用 
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⽅針５．安全で安心して暮らし続けることができる都市 新潟 
 

誰もが市民生活や都市活動を安心して営み続けることができるようにするため、都

市づくりの基礎となる、自然災害に強く、人にやさしい都市をつくるための方針 

 
 自然災害のリスクから、市民の生命や財産を守り、本市の社会経済活動を維持し迅速な復

旧・復興を可能とするため、「足元の安全安心」を確保するとともに、東日本大震災で救援拠

点として機能した実績や本市が有する地域特性を踏まえ、首都直下型地震や南海トラフ地震

などの太平洋側の大規模災害に備え、国全体の強靭化に貢献するため、「救援・代替機能」を

強化することが重要です。 
新潟市は、地盤が低く平坦な地形であることや、流域面積の広い河川と長い海岸線を有す

ることから、水害によるリスクが高い都市と言えます。今後、地球温暖化による気候変動の

影響により、降雨量の増大や、水害、土砂災害が頻発化・激甚化することが懸念されており、

自然災害のリスクを踏まえた防災まちづくりに取り組む必要があります。 
市民の生活と財産を守るために、ハザードマップ等を効果的に活用し、地域ごとに自然災

害のリスクを踏まえた防災まちづくりに取り組むことが重要です。 
避難路・避難場所の整備により災害対応力の向上を図るとともに、災害への備えとして河

川や市街地などの防災・減災対策を進めることで、自然災害に強い、防災力の高い都市づく

りを推進します。併せて、自助・共助・公助の連携により、大雨や地震など自然災害の際に

地域で助け合いながら的確行動できる地域社会づくりを推進します。 
また、市民や来訪者などの日常生活や都市活動における安全・安心を確保するため、バリ

アフリー化やユニバーサルデザインの考えを取り入れた、誰もが安全に利用できる人にやさ

しい都市環境づくりに取り組みます。 
道路、橋、公園、上下水道施設、公共建築物などについて、適切な維持管理と計画的な更

新に取り組み、その機能と安全性を維持・向上することで、日常生活の安心の基礎となる生

活基盤の維持・保全に取り組みます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 5-1 自然災害に強い都市空間づくりを推進する 

 新潟市は河川の氾濫による水害に悩まされてきた歴史があり、これまで河川や排水施設の

整備がなされてきました。また、豪雨の際には農地が遊水池機能の役割を担うことにより、

市街地の浸水被害を軽減してきましたが、都市化の進行等により農地面積が減少しています。

河川改修や排水施設整備、雨水の流出抑制に向けた取り組みを進めます。 
 日本海特有の冬の波浪を受ける海岸線は、一部には侵食の拡大も見られるため、引き続き

海岸保全を促進していきます。 
 大地震から人命と財産を守るため、公共建築物の耐震性能の強化や民間の集客施設・緊急

輸送道路沿道の建築物などの耐震化を推進するとともに、道路や橋梁などの都市インフラの

防災性能の向上に取り組みます。 
 
 
■取組方針 5-1-1：河川・海岸整備の推進 

 水害から市民の安全を守るため、国、流域自治体、関係機関等が協働し、重点的に実施

する治水対策の全体像を取りまとめた「流域治水プロジェクト」に基づくハード・ソフト

一体となった防災対策を推進するとともに、洪水対策として信濃川や阿賀野川、中ノロ川

など市内を流れる河川の改修等を推進します。 
 また、海岸侵食への備えとして、海岸線を安定的に維持する護岸整備を推進します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●流域治水プロジェクトの推進 
●河川改修の推進 
●海岸保全の推進 

 
 
■取組方針 5-1-2：津波・浸水対策の推進 

 過去の被害状況や現況の整備水準などを踏まえ、緊急度が高い地区を優先し、浸水対策

施設の整備を進めるとともに、水田や農業用施設による浸水対策との連携強化を図ります。

また、民間建築物等における雨水浸透施設の設置や、基礎や地盤のかさ上げなどを支援し、

雨水流出の抑制や浸水リスク低減などの対策を推進します。併せて、地域住民等との合意

形成等を図りながら、土地利用規制や居住誘導、避難路・避難場所の整備、地域防災活動

の促進など、防災まちづくりの取り組みを公民連携して推進します。 
 また、地震等により発生する津波から市民等の生命・身体を守るため、津波避難ビルの

充実と周知を図ります。 
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［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●浸水対策施設の整備 
●防災とまちづくりの連携強化 
○田んぼダムの利活用促進 

 
 
■取組方針 5-1-3：市街地の防災性能の向上 

 地震発生時において、建築物倒壊や火災発生等による人的被害が起きないよう、建築物

の耐震化と防火性能の向上を促進します。特に、家屋等が密集している地区においては、

建築物の共同化や避難路の確保など市街地の防災性能の向上に取り組みます。 
 また、緊急輸送道路上等の道路の整備や橋梁の耐震化、上下水道の耐震化や電線類の地

中化などを推進し、都市インフラの防災性能の向上を図ります。 
 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●建築物の耐震化や防火性能向上 
●橋梁、上下水道などの都市インフラの防災性能の向上 

 
 
■取組方針 5-1-4：広域的な救援・代替機能の強化 

東日本大震災では新潟市の持つ広域拠点機能が、被災地への支援活動に大きく貢献しま

した。平時から広域的な交通ネットワーク機能の強化を図り、新潟市の拠点性を高めるこ

とで、災害時の救援・代替機能の強化につなげ、太平洋側の大規模災害に備えた国全体の

強靭化に貢献します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●広域交通機能の強化 
●高速道路の整備促進 
●空港・港湾の機能強化 
●放射道路網、環状道路網の整備 
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目標 5-2 自助・共助・公助により防災力を高める 

 地震などによる被害を最小限に抑え、防災力の高い都市を構築するためには、ハード的な

防災・減災対策とソフト的な防災・減災対策を適切に組み合わせ、効率的・効果的に対策を

推進することが重要です。 
 災害が発生した際、初動対応として互いに助け合うことのできる地域社会の強化や防災情

報を迅速かつ的確に伝えることのできる環境づくりなどを進めます。 
 また、新潟市の救援実績や地域特性などを活かし、防災力や対応力を高めつつ、国全体の

強靭化に貢献するため、救援・代替機能を強化します。 
 
 
■取組方針 5-2-1：災害対応力の向上 

 自主防災組織の育成、災害備蓄や協力体制の強化等の避難所・避難経路の整備など、災

害が発生した際に互いに助け合うことができる地域社会の強化と消防活動体制の整備や救

急体制の充実等を図り、災害対応力を強化します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●避難場所等の整備 
○自主防災組織等の育成 

 
 
■取組方針 5-2-2：災害に関する情報発信・情報インフラの強化 

 ハザードマップ等の周知を図り、防災意識の啓発を進めるとともに、まちづくりにも活

用します。また、災害情報を収集・発信・伝達などを迅速かつ効果的に行うため、災害情

報の発信手段や伝達体制の整備・強化を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
○防災意識の啓発 
○災害情報の発信・伝達の強化 
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目標 5-3 誰もが安心して暮らしやすい環境をつくる 

 バリアフリー化やユニバーサルデザインの視点を取り入れた、誰もが安全・安心に暮らす

ことができる環境整備を進めます。 
 安全で快適に暮らすことができる都市環境を引き続き維持するため、道路や橋梁などの都

市インフラの適切な維持管理と計画的な更新を図ります。 
 
 
■取組方針 5-3-1：バリアフリー化やユニバーサルデザインによる施設整備の推進 

 公共施設及び民間の大規模な集客施設、交通結節点などでは、障がいを持った方や、お

年寄りなど誰もが安全で利用しやすい施設となるよう、バリアフリー化やユニバーサルデ

ザインの視点を取り入れた整備を進めます。 
 あわせて、バス車両やバス停など公共交通のバリアフリー化を進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進 
●ノンステップバスの導入やバス停におけるバリアレス縁石の整備 

 
 
■取組方針 5-3-2：既存都市インフラの適切な維持管理と計画的な更新 

 道路や橋梁、上下水道等の都市基盤施設の適切な維持管理を図り、その機能と安全性を

確保するとともに、ライフサイクルコストを踏まえ、予防保全としての修繕及び改築を実

施するなど、計画的な更新や長寿命化を進めることで、持続可能な都市づくりを進めます。 
 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●アセットマネジメントの推進 
●都市インフラの機能確保と計画的な改築 
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３．地域づくりの方針 －地域レベルの方針－  

 
地域レベルの理念「誰もが暮らしやすい個性ある地域」を受け、市民の生活の舞台である

地域レベルのまちづくりの方針として、３つの方針を示します。 
 

⽅針６．それぞれの地域で日常の暮らしができるまちづくり 
 

市民生活の要となるまちなかの機能を強化するとともに、生活圏内の移動をしやす

くすることで、それぞれの地域で日常の暮らしが支障なく送ることができる地域に

していくための方針 

 
地域拠点や生活拠点といったまちなかを中心としたコンパクトなまちを形成し、各生活圏

の自立性を高めつつ、公共交通や道路などのネットワークにより、生活圏内での円滑な移動

や連携を高めることで、それぞれの地域が個性と魅力を備えた多核連携の都市構造のもと、

日常の暮らしが支障なく送ることができるまちづくりを目指します。 
また、それぞれの地域拠点や生活拠点においては、日常生活での人の出会いや顔が見える

場としての身近な交流拠点でもあり、そこに住み続ける魅力や多様な世代が住みたくなる魅

力向上に取り組みます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 6-1 便利なまちなかをつくる 

地域拠点・生活拠点などのまちなかは、日常生活に必要な様々なサービス機能が集積し、

身近な地域での暮らしを支え、便利で快適な都市環境を提供する役割を担っています。この

ため、地域拠点や生活拠点などのまちなかに業務、商業、医療、福祉、子育て等の日常生活

に必要なサービス機能を充実させるとともに、地域の様々な活動・交流を支える居場所や憩

いの場を創出し、歩いて暮らせる利便性の高いまちなかをつくります。 
 
 
■取組方針 6-1-1：都市機能の充実と適正配置 

まちなかの利便性を高めていくため、商業・医療・福祉・子育て・交流等の生活サービ

ス施設が、公共交通の利便性が高い地域の徒歩圏に集積されるように、立地の誘導を図る

とともに、施設の多機能化・複合化への転換などを進めます。 
また、人口減少・財政状況を踏まえ、需要に見合った規模での公共施設の更新や集約化・

統廃合を地域住民との協働のもと計画的に進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●生活サービス施設の集積・誘導 
●公共施設の計画的な更新や集約化（地域別実行計画の策定と実施） 

 
 
■取組方針 6-1-2：空き店舗等対策の推進 

まちなかの商店街の活性化を図るため、空き店舗などのあっせんや流通促進、放置の抑

制や新規創業の促進など、既存ストックの活用促進に関係者と連携しながら取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●低未利用地の活用促進 
○商業活性化の促進（起業・創業の促進、空き店舗の活用促進、オフィスリノベー

ションの促進など） 
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■取組方針 6-1-3：市民の活動場所・拠点をつくる 
子どもから高齢者、障がい者など、身近な地域で誰もが気軽に集まり、交流することが

できるように、放課後児童の遊び場や地域の茶の間のほか、多岐にわたる市民活動の拠点

となる場所の充実に取り組みます。 
また、既存ストックを活用したテレワーク拠点となるサテライトオフィスの創出などを

促進し、職住近接の実現と様々なニーズや時代の変化に対応できるまちづくりを進めます。 
 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●多世代交流や市民活動の場づくり 
○地域コミュニティの育成や地域活動の促進 
○多文化共生のまちづくり  
 
 
 

■取組方針 6-1-4：身近な自然を感じることができる憩いの空間をつくる 

 身近な公園や散策路、川辺・海辺を楽しめる場所など、地域の自然を感じることのでき

る場を確保するとともに、これらをネットワークさせ回遊性を高めることで、居心地がよ

く、安らぐことができる憩いの空間の充実を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●緑地空間の整備・充実 
●散策路、休憩スペースの充実 

 
 
 
■取組方針 6-1-5：生活関連インフラの適切な維持・修繕 

道路や公園等の身近な生活関連インフラでは、誰もが安全で安心して利用できるように、

生活道路や公園施設の適切な維持・修繕、交通安全対策や防犯対策などに取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●道路、公園、橋梁等の生活関連施設の維持・修繕 
○通学路の安全対策や防犯対策 
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目標 6-2 生活圏で快適に移動できる 

 まちなかの商店街や主要な生活サービス施設、公共施設等へ徒歩や自転車、公共交通等に

より安全・快適に移動できる移動空間や拠点間をつなぐ幹線道路、公共交通体系を構築し、

暮らしやすい生活圏づくりを進めます。 
 運転に不安のある高齢者等が自家用車を利用しなくても、生活に必要なサービスを受ける

ことができるよう地域交通手段を維持・充実することで、住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができる地域づくりを進めます。 
 
 
■取組方針 6-2-1：歩行者道・自転車道ネットワークの整備 

 駅、学校、大規模集客施設等を結ぶ利用者の多い主要な道路の歩行者空間・自転車走行

空間の整備・再構築を進め、ネットワーク化することにより、歩行者と自転車の安全確保

と快適な移動環境の確保を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●歩行者回遊空間の整備 
●自転車利用環境の整備推進 
●交通安全施設整備 

 
 
■取組方針 6-2-2：地域交通手段の維持・充実 

 生活拠点内や拠点間を結ぶなど、地域のまちづくりと連携し交通手段を確保するため、

既存鉄道や路線バスを活用した上で、生活交通の確保維持・強化を推進し、地域の移動ニ

ーズや需要に応じた公共交通網の形成を図ります。 
このような地域交通施策の検討にあたっては、ニーズに応じたサービスを効率的に提供

するため、地域主導による計画づくりや運営を推進します。 
また、鉄道需要の掘り起こしや交通利便性の高い土地利用誘導のため、新たな鉄道駅の

設置を検討します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●鉄道交通機関の充実 
●郊外路線への運行支援 
●区バスの運行や住民バス・福祉タクシー等の運行支援 
 
 
 

 
 



56 
 

■取組方針 6-2-3：集落とまちなかを結ぶ幹線道路網の整備 

 集落と市街地を結ぶ幹線道路では、既存の道路の有効活用を原則として、必要な道路拡

幅や歩道の設置などを行い、農村集落と市街地の連携を強化します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●幹線道路網の改良・改築 

 
 
■取組方針 6-2-4：環境や健康に配慮した都市づくりの推進 
 環境・健康に配慮したライフスタイルの普及拡大を図り、市民のエコ活動や健康づくり

の活動を促進します。 
低炭素型のライフスタイルへの転換や市民の健康づくりや交流の拡大などに繋げるため、

公共交通や自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくりを進めます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●移動しやすいまちづくりの推進 
○健康寿命の延伸 
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⽅針７．地域の個性を感じることができるまちづくり 
 
農村と市街地の交流などにより生活やビジネスの新たな価値の発見と活性化につな

げるとともに、地域への愛着と誇りを育み、その個性を守り・活かすことで、それ

ぞれの地域の個性を感じるまちづくりを進めるための方針 

 
農村集落と市街地の交流などを通じて新たな価値を創出し、さまざまな分野・産業との連

携を広げるため、市街地と農村集落との交流や生活圏内での多様な交流などを促進させるこ

とが重要です。 
また、地域の歴史や文化、自然など、地域性を背景として形成されてきた身近な風景は、

地域への愛着や誇りのもととなる重要なものです。これら有形無形の歴史文化資源や、地域

固有の風景を守り続けるとともに地域の個性を活かしたまちづくりを進めます。 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 7-1 都市と農村の交流で、新たな価値を見出す 
 食育や花育、農業体験などを通じて田園や豊かな食、農業の魅力を学ぶと同時に、食の生

産地である田園と消費地である市街地との交流を図るなど、「食と農」による地域づくりを進

めます。 
 また、「食と農」を支える基盤づくりを促進し、魅力の向上を図るとともに、交流人口や関

係人口の拡大や、農林水産業などの食と花を取り巻くさまざまな産業の振興につなげていき

ます。 
このように、都市と農村、人と人との交流を広げることにより、地域社会の活性化を図り

ます。 
 
 
■取組方針 7-1-1：農業体験・学習等による交流の推進 

 市内の小学校が実施する農業体験学習を通して、子どもたちの農業や食に対する理解を

深め、農業への関心を醸成します。また、食育、花育、農業体験などの「食と花の新潟」

を支える基盤づくりを進め、一般市民や首都圏居住者等にも農業体験やボランティアなど

に従事してもらい、交流を深め、関係人口の創出にも努めます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
○農業体験を通じた社会参加 
○体験学習の推進 

 
 
■取組方針 7-1-2：独自の個性・魅力を活かした来訪者の獲得 

 新潟市の食と農と様々な地域資源を結び、食文化を通じて地域の魅力を体験する「ガス

トロノミー（食文化）ツーリズム」の構築を図り、新潟市独自の個性や魅力を全国に発信

し、誘客を図ります。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
○食文化創造都市の推進 

 
 
■取組方針 7-1-3：都市・農村交流を促進する田園集落づくり 

 農村集落の維持・活性化のため、集落の住民が主体となった田園集落づくりを推進しま

す。集落内や集落の縁辺部において、緑豊かな集落の景観に調和し、集落と一体のコミュ

ニティを形成できる住環境整備を行うなど、農村集落の良さを活かした、住んでみたいと

思える集落づくりに取り組みます。 
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 農業振興や営農環境の整備などの持続可能な農業施策とともに、農産物直売所や農家レ

ストランなどの整備を促進し、生産者の顔の見える販売を通じて、消費者との交流を進め

ることで、農村集落の維持・活性化を図ります。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●直売所・農産物加工所、農家レストランの開設の促進 
●田園集落づくり制度の推進 

 
 
■取組方針 7-1-4：地域やコミュニティの課題・ニーズに対応したビジネスの創出 

 海辺環境の保全、スマート農業の活用、特産品の地域ブランド化などの「もうかる農業」

をはじめとした農林水産業に関する取り組みなどにより、地域の課題・ニーズに対応した

コミュニティビジネスの創出を推進します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
○農業の担い手の育成 
○農産物のブランディング化やスマート農業の活用など、もうかる農業の推進 
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目標 7-2 歴史・文化的資源を再発見し誇りを持てる 
 各地域で守り、受け継がれてきた豊かな自然や歴史、文化などの地域の個性を活かしたま

ちづくりを進め、これらを次世代に継承できるよう保全・再生することで、市民が地域に誇

りや愛着を持てるまちをつくるとともに、まちなかの活性化につなげます。 
 
 
■取組方針 7-2-1：地域固有の歴史・文化の継承 

 地域の歴史・文化を物語る貴重な有形・無形の文化遺産を調査・保存し、その活用を図

ります。また、地域固有のイベントや祭事などを継承するとともに、その魅力を広く紹介

し、観光資源などに活用します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●地域の歴史・文化を活かした良好な景観の形成 
○地域の歴史・文化の魅力発見・発信 

 
 
■取組方針 7-2-2：地元学・地域学の活動の展開 
 自分の暮らす地域を学ぶ地域学の取り組みや、地域を見つめ直し、地域の魅力・宝（資

源）を活かしながら地域づくりを行う地元学の取り組みを支援します。また、この活動と

連動して、各地域の景観資源等を市民自ら発掘・発信するまち歩きなどを促進します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
○地域の歴史・文化の魅力発見・発信 
○地域学習の推進や地域の伝統文化の継承を担う人材の育成 
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目標 7-3 地域を特徴づける美しい風景を保全•活用する 

 各地域には、気候風土に合わせ、長い年月をかけて形成されてきた、美しい街並み、田園

風景や自然風景があります。これらの日常生活の中では当たり前の風景として見過ごされて

いる風景の素晴らしさを市民一人ひとりが認識し、大切にしていくことが、優れた景観形成

につながっていきます。 
 また、にぎわいを感じさせるまちづくりも持続するまちとして重要であり、まちの雰囲気

や街並みの風情を醸し出す演出も景観を構成する要素として大切です。これらを踏まえ、市

民共通の資産である新潟らしい景観を実現し、まちづくりに活用していきます。 
 
 
■取組方針 7-3-1：地域の誇れる場所の保全・活用 

 湖沼や海岸、森林など、地域固有の自然風景の保全を図ります。また、自然と一体とな

って地域の歴史・文化を感じさせる史跡や建造物は、周辺環境も含めて保全を図り、地域

固有の風景として活用していきます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●公共施設及び地域における緑の保全と緑化の推進 
○潟や里山などの地域の自然の保全と活用 

 
 
■取組方針 7-3-2：個性ある街並み整備や田園・集落景観の形成 

 旧街道の街並み、雁木の残る商店街など、暮らしの中で育まれてきた地域を代表する街

並みは、街並み保全や整備のルールづくりを行うなど、そのまちの表情を活かした景観形

成を図ります。 
 田園集落では、集落景観にふさわしい建築物の保全・誘導、屋敷林・集落林の保全など

を図ることにより、集落と田園、山林、河川等が調和した景観形成を進めます。 
また、幹線道路沿道の緑化により緑を大切にする心を育むとともに、環境用水の活用に

より良好な水辺環境の保全を図ります。 
 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●美しい農村づくりの推進 
●花が迎えるまちづくり事業 
●農村の水辺環境整備 
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⽅針８．快適な住環境で暮らすことができるまちづくり 
 

生活スタイルや家族構成、暮らし方や働き方など、多様化するニーズに応え、 

将来にわたり良質なストックとなるような住宅や住環境を整備するための方針 

 
これからの住宅や居住環境のニーズは、その世帯構成や結婚・出産・子育てなどのライフ

ステージ、更にはニューノーマル社会における働き方やワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）などますます多様化してくと考えられています。こうした多様なニーズに対応

するため、まちなかなどで増加する空き家や空き地などの多様な利活用を促進し、将来にわ

たり良質なストックとなる住宅や居住環境が整備された生活圏の形成を図る必要があります。 
 
 
 
 
[SDGs の位置づけ] 
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目標 8-1 多様なライフスタイルに応じた暮らし方ができる 

新潟市には、様々な都市機能が集積する都心部や利便性の高い住宅地、歴史・文化を感じ

られる各区の拠点や田園・自然が身近に感じられる緑豊かな農村集落など、様々な住環境を

有しています。一方で、既存の市街地では、規模や形式・形態の異なる住宅の混在などの課

題を抱える地区もあり、農村地域では、高齢化の進行や人口減少等により地域の活力が低下

している地域もあります。 
近年、首都圏からの UIJ ターンをはじめ、多様なライフスタイルやライフステージに応じ

た住み替えニーズが高まっていることから、各地域の特徴を活かした魅力的な居住環境を創

出するとともに、新潟暮らしの魅力発信や定住人口の増加による集落の維持・活性化に取り

組んでいきます。これにより、高齢者や子育て世代、若者、外国人など、多様な市民の居住

ニーズに対応した良質な住宅や暮らし方ができるまちづくりを進めます。 
 
 
■取組方針 8-1-1：まちなか居住の誘導と居住環境の向上 

子育て世代や若者等の都心やまちなかへの居住を誘導するため、まちなか居住の魅力や

まちづくりの視点からの意義等をわかりやすく発信します。 
また、まちなかの暮らしを向上させる商業・医療・福祉等の生活サービス施設の誘導や、

緑化や景観誘導、オープンスペースの確保などの居住環境の改善に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●まちなか居住の促進 
○移住・定住の推進 

 
 
■取組方針 8-1-2：既存住宅地の居住環境の向上 

既存住宅地の暮らしやすさの向上に向けて、地域住民が主体となった地区計画や建築協

定などのまちづくりルールの活用、空き家活用の促進により住環境の改善・保全に取り組

みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●地区計画、建築協定などの活用 
○空き家活用等の促進 
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■取組方針 8-1-3：良質な田園住宅の誘導と魅力的な田園集落づくり 

農村集落の維持・活性化に向けて、集落住民が主体となった地区計画などのまちづくり

ルールによる田園景観と調和した集落づくりや住民提案型の活動に対する支援に取り組む

とともに、UIJ ターン、子育て世代、二地域居住などのニーズに対応した住環境づくりや

質の高い田園住宅の供給を誘導します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●田園集落づくり制度 
●美しい農村づくりの推進 
○移住・定住の促進 
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目標 8-2 使いやすい住宅、長く使える住宅で暮らせる 

市民がライフスタイルやライフステージに応じて適切な住宅を確保でき、住み慣れた地域

で誰もが安心・安全・快適に暮らせるように、超高齢社会への対応や居住者にとって使いや

すい住宅の供給を促進します。 
また、2050 年ゼロカーボンシティの実現を見据え、長期に渡って使い続けられる住宅を供

給することは、安定した住宅ストックの蓄積につながるとともに、限りある資源の有効利用

や、持続可能な都市づくりにつながります。このため、環境にやさしい住宅ストックの形成

を促進するとともに，空き家を含めた既存住宅の有効活用を積極的に進めます。 

 

■取組方針 8-2-1：良質な住宅の供給促進 

誰もが使いやすい良質な住宅ストックの蓄積を図るため、耐久性、耐震性、断熱性、可

変性など、長期にわたり良好な状態で使用可能な長期優良住宅の普及促進や持続可能な環

境の実現に貢献する省エネ性能の高い住宅の普及促進に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●省エネ住宅等の普及促進 

 

■取組方針 8-2-2：使いやすい住宅づくり 

高齢者や障がい者、子育て世帯など、誰もが使いやすく快適に暮らせるように、子育て

対応リフォームや温熱環境改善リフォーム、長寿命化に向けたリフォームなどに対する支

援に取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●バリアフリー・温熱環境改善リフォーム等の促進 

 

■取組方針 8-2-3：空き家の活用促進などの取り組みの推進 

空き家の利活用を促進するため、地域や関係団体との連携による市場への流通促進や利

活用に向けた取り組みを行うとともに、相談体制の充実や情報提供の仕組みづくりに取り

組みます。 
また、空き家の増加や管理不全による地域の安全・安心や生活環境への悪影響が懸念さ

れることから、住宅ストックの良質化や市民意識啓発など、空き家の発生抑制やその適正

管理の促進に公民連携で取り組みます。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●空き家の利活用の促進 
●空き家の発生抑制や適正管理等の推進 
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目標 8-3 安全・安心な住環境で暮らすことができる 

 大地震から人命と財産を守るためには、生活基盤である住宅が高い耐震性能や防火性能を

有している必要があります。そのため、個々の住宅の耐震・防火性能の向上を推進すること

により、その住宅地全体の防災を高めます。 
 また、安全・安心なまちづくりを進めるため、犯罪の未然防止につながる住宅環境や地域

の防犯力を高める取り組みを進めます。 
 

 
■取組方針 8-3-1：地震に強く安全で使いやすい住宅への改修 
 地震発生時の建築物の倒壊や火災等による人的被害が起きないよう、一定の耐震基準を

満たしていない木造戸建住宅や分譲マンションなどの耐震診断や耐震改修を促進し、安

全・安心な住宅づくりを進めます。 
 
［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●住宅・建築物耐震化の促進 
 

 

 

■取組方針 8-3-2：防犯まちづくりの推進 

 地域防犯力の向上を図ることで犯罪の未然防止、良好な地域環境及び治安の保持を推進

します。 
 

［●都市づくりの取り組み例 ○関連する取り組み例］ 
●防犯性の高い住宅・住環境の促進 
○地域における防犯設備の整備や防犯力の向上 

 

 


